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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フィルタ排出口側に接続要素（４、５７）を有する水フィルタカートリッジ（３１、５
３）であって、
　前記フィルタ排出口側の接続要素が、対応しないタンクとの接続を防止するための接続
制限構造並びに封止構造及び固定構造としての機能が結合した多角形の輪郭を有する要素
であって、前記多角形の輪郭を形成する封止面を含む内周面及び／または外周面（３３、
５７）を有する要素を備え、前記封止面として、前記フィルタ排出口と共に軸方向に配置
された、角度固定機能を有する封止面の複数を備えた構成にされ、
　前記フィルタ排出口側の接続要素に対応する接続要素であって、対応する多角形の輪郭
を形成する角度固定機能を有する封止面の複数を備える接続要素に、前記フィルタ排出口
側の接続要素が接続された際には、前記フィルタ排出口において、前記フィルタ排出口側
の接続要素が有する前記封止面と、前記対応する接続要素が有する前記封止面との間に、
封止部が形成され、前記封止部によって、フィルタに流入する水の領域と前記フィルタに
よりろ過された水の領域とが分離される
　ことを特徴とする水フィルタカートリッジ。
【請求項２】
　前記フィルタ排出口側の接続要素が、前記対応する接続要素内に差し込まれる、及び／
または、対応する接続要素上に嵌め込まれる、ことが可能な突出部（４、５７）にて形成
され、
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　前記対応する接続要素は、水を使用する機器用のタンク上に形成されるタンク側フィル
タ接続要素（ＳＯ）であり、
　前記フィルタ側タンク接続要素は、
　前記タンク側フィルタ接続要素（ＳＯ）における、リブ（Ｒ）及び／または溝（Ｎ）を
有する、対応しない前記水フィルタカーリッジとタンクとの接続を防止するための接続制
限構造及び／または固定構造に相補的な、溝（Ｎ）及び／またはリブ（Ｒ）を有する、前
記接続制限構造及び／または前記固定構造を備える
　ことを特徴とする請求項１に記載の水フィルタカートリッジ。
【請求項３】
　前記フィルタ排出口側の接続要素が、前記対応する接続要素を保持するための凹部（３
３）にて形成されていること
　を特徴とする請求項１に記載の水フィルタカートリッジ。
【請求項４】
　前記フィルタ排出口側の接続要素が、フィルタ側タンク接続要素であり、前記フィルタ
側タンク接続要素に対応する接続要素が、水を使用する機器用のタンク上に形成されるタ
ンク側フィルタ接続要素である水フィルタカートリッジであって、
　前記フィルタ側タンク接続要素は、接続管（４）を備え、
　前記タンク側フィルタ接続要素と、前記接続管（４）とが、少なくとも部分的に互いに
囲み合う
　ことを特徴とする請求項１に記載の水フィルタカートリッジ。
【請求項５】
　前記フィルタ排出口側の接続要素が、フィルタ側タンク接続要素であり、前記フィルタ
側タンク接続要素に対応する接続要素が、水を使用する機器用のタンク上に形成されるタ
ンク側フィルタ接続要素である水フィルタカートリッジであって、
　前記フィルタ側タンク接続要素の周面が、軸方向に延出する先細の断面を有すること
　を特徴とする請求項１又は請求項４記載の水フィルタカートリッジ。
【請求項６】
　前記フィルタ側タンク接続要素の周面が、切頭円錐または切頭角錐にて形成された、軸
方向に延出する先細の断面を有すること
　を特徴とする請求項５に記載の水フィルタカートリッジ。
【請求項７】
　前記フィルタ排出口側の接続要素が、フィルタ側タンク接続要素であり、前記フィルタ
側タンク接続要素に対応する接続要素が、水を使用する機器用のタンク上に形成されるタ
ンク側フィルタ接続要素である水フィルタカートリッジであって、
　前記フィルタ側タンク接続要素と前記タンク側フィルタ接続要素との間に物理的に独立
した封止部（３２）が設けられており、前記物理的に独立した封止部は、少なくとも部分
的に円形でない断面を有する
　ことを特徴とする請求項１，４～６のいずれかに記載の水フィルタカートリッジ。
【請求項８】
　水フィルタカートリッジと、
　水を使用する機器用のタンクであり、前記水フィルタカートリッジが有するフィルタ排
出口側の接続要素であるフィルタ側タンク接続要素を当該タンクに接続するためのタンク
側フィルタ接続要素（２３）を有する、タンクと、を備えるフィルタシステムであって、
　前記フィルタ側タンク接続要素は、対応しない前記タンクとの接続を防止するための接
続制限構造、封止構造及び固定構造としての機能が結合した多角形の輪郭を有する要素で
あって、前記多角形の輪郭を形成する封止面を含む内周面及び／または外周面を有する要
素を備え、前記封止面として、前記フィルタ排出口と共に軸方向に配置された、角度固定
機能を有する封止面の複数を備えた構成にされ、
　前記タンク側フィルタ接続要素（２３）は、前記フィルタ側タンク接続要素に対応する
多角形の輪郭を有する封止面を含む内周面及び／または外周面を備え、前記封止面として
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、前記フィルタ側タンク接続要素に対応する前記多角形の輪郭を形成する角度固定機能を
有する封止面の複数を備えた構成にされ、
　前記フィルタ側タンク接続要素と前記タンク側フィルタ接続要素とが互いに接続された
際に、前記フィルタ排出口において、前記フィルタ側タンク接続要素が有する前記封止面
と前記タンク側フィルタ接続要素が有する前記封止面との間に、封止部が形成され、前記
封止部によって、フィルタに流入する水の領域と前記フィルタによりろ過された水の領域
とが分離される
　ことを特徴とするフィルタシステム。
【請求項９】
　前記タンク側フィルタ接続要素（２３）が、対応する多角形の内周面及び／または外周
面（２４）を備える突出部（２３）にて形成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載のフィルタシステム。
【請求項１０】
　前記タンク側フィルタ接続要素（２３）が、対応する多角形の内周面及び／または外周
面（２４）を備える凹部（２３）にて形成されている
　ことを特徴とする請求項８に記載のフィルタシステム。
【請求項１１】
　前記フィルタ側タンク接続要素は、接続管（４）を備え、
　前記水タンクの前記タンク側フィルタ接続要素（２３）と、前記接続管（４）とが、少
なくとも部分的に互いに囲み合う
　ことを特徴とする請求項８～１０のいずれかに記載のフィルタシステム。
【請求項１２】
　前記タンク側フィルタ接続要素（２３）、及び／または、フィルタ側タンク接続要素の
周面が、軸方向に延出する先細の断面を有すること
　を特徴とする、請求項８～１１のいずれかに記載のフィルタシステム。
【請求項１３】
　前記タンク側フィルタ接続要素（２３）、及び／または、フィルタ側タンク接続要素の
周面が、切頭円錐または切頭角錐にて形成された、軸方向に延出する先細の断面を有する
こと
　を特徴とする、請求項１２に記載のフィルタシステム。
【請求項１４】
　前記タンク側フィルタ接続要素と前記フィルタ側タンク接続要素との間に物理的に独立
した封止部（３２）が設けられており、前記物理的に独立した封止部は、少なくとも部分
的に円形でない断面を有する
　ことを特徴とする、請求項８～１３のいずれかに記載のフィルタシステム。
【請求項１５】
　前記タンク側フィルタ接続要素と前記フィルタ側タンク接続要素との間に物理的に独立
した封止部（３２）が設けられており、
　前記物理的に独立した封止部（３２）は、対応しない前記水フィルタカーリッジと前記
タンクとの接続を防止するための接続制限構造を有する
　ことを特徴とする、請求項８～１４のいずれかに記載のフィルタシステム。
【請求項１６】
　前記タンク側フィルタ接続要素と前記フィルタ側タンク接続要素との間に物理的に独立
した封止部（２４、３２）が設けられており、
　前記物理的に独立した封止部（２４、３２）は、多角形の輪郭を有する
　ことを特徴とする、請求項８～１５のいずれかに記載のフィルタシステム。
【請求項１７】
　水フィルタカートリッジと、
　水を使用する機器用のタンクに前記水フィルタカートリッジを接続するためのアダプタ
と、を備え、
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　前記水フィルタカートリッジが有するフィルタ排出口側の接続要素は、対応しない前記
アダプタとの接続を防止するための接続制限構造、封止構造及び固定構造としての機能が
結合した多角形の輪郭を有する要素であって、前記多角形の輪郭を形成する封止面を含む
内周面及び／または外周面を有する要素を備え、前記封止面として、前記フィルタ排出口
と共に軸方向に配置された、角度固定機能を有する封止面の複数を備えた構成にされ、
　前記アダプタは、前記水フィルタカートリッジが有する前記フィルタ排出口側の接続要
素に対応する多角形の輪郭を有する接続要素であって、前記フィルタ排出口側の接続要素
に対応する多角形の輪郭を有する封止面を含む内周面及び／または外周面を備え、前記封
止面として、前記フィルタ排出口側の接続要素に対応する前記多角形の輪郭を形成する角
度固定機能を有する封止面の複数を備えた接続要素をアダプタ側フィルタ接続要素として
備え、
　前記フィルタ排出口側の接続要素と、前記アダプタ側フィルタ接続要素が互いに接続さ
れた際に、前記フィルタ排出口において、前記フィルタ排出口側の接続要素が有する前記
封止面と前記アダプタ側フィルタ接続要素が有する前記封止面との間に、封止部が形成さ
れ、前記封止部によって、フィルタに流入する水の領域と前記フィルタによりろ過された
水の領域とが分離される
　ことを特徴とするフィルタシステム。
【請求項１８】
　水フィルタカートリッジと、
　水を使用する機器用のタンクと、
　前記タンクに前記水フィルタカートリッジを接続するためのアダプタと、を備え、
　前記タンクが有する接続要素であって、前記アダプタを介して前記タンクを前記水フィ
ルタカートリッジに接続するためのタンク側フィルタ接続要素は、対応しない前記アダプ
タとの接続を防止するための接続制限構造、封止構造及び固定構造としての機能が結合し
た多角形の輪郭を有する要素であって、前記多角形の輪郭を形成する封止面を含む内周面
及び／または外周面を有する要素を備え、前記封止面として、角度固定機能を有する封止
面の複数を備えた構成にされ、
　前記アダプタは、前記タンク側フィルタ接続要素に対応する多角形の輪郭を有する接続
要素であって、前記タンク側フィルタ接続要素に対応する多角形の輪郭を有する封止面を
含む内周面及び／または外周面を備え、前記封止面として、前記タンク側フィルタ接続要
素に対応する前記多角形の輪郭を形成する角度固定機能を有する封止面の複数を備えた接
続要素をアダプタ側タンク接続要素として備え、
　前記タンク側フィルタ接続要素と、前記アダプタ側タンク接続要素が互いに接続された
際に、前記タンク側フィルタ接続要素が有する前記封止面と前記アダプタ側タンク接続要
素が有する前記封止面との間に、封止部が形成され、前記封止部によって、フィルタに流
入する水の領域と前記フィルタによりろ過された水の領域とが分離される
　ことを特徴とするフィルタシステム。
【請求項１９】
　水フィルタカートリッジと、
　前記水フィルタカートリッジの接続のための管接続型の水フィルタ接続ヘッドと、を備
え、
　前記水フィルタカートリッジが有するフィルタ排出口側の接続要素は、対応しない前記
水フィルタ接続ヘッドとの接続を防止するための接続制限構造、封止構造及び固定構造と
して機能が結合した多角形の輪郭を有する要素であって、前記多角形の輪郭を形成する封
止面を含む内周面及び／または外周面を有する要素を備え、前記封止面として、前記フィ
ルタ排出口と共に軸方向に配置された、角度固定機能を有する封止面の複数を備えた構成
にされ、
　前記水フィルタ接続ヘッドの前記水フィルタカートリッジとの接続要素であるヘッド側
の接続要素は、前記水フィルタカートリッジが有する前記フィルタ排出口側の接続要素に
対応する多角形の輪郭を有する封止面を含む内周面及び／または外周面を備え、前記封止
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面として、前記フィルタ排出口側の接続要素に対応する前記多角形の輪郭を形成する角度
固定機能を有する封止面の複数を備えた構成にされ、
　前記フィルタ排出口側の接続要素と、前記ヘッド側の接続要素が互いに接続された際に
、前記フィルタ排出口において、前記フィルタ排出口側の接続要素が有する前記封止面と
前記ヘッド側の接続要素が有する前記封止面との間に、封止部が形成され、前記封止部に
よって、フィルタに流入する水の領域と前記フィルタによりろ過された水の領域とが分離
される
　ことを特徴とするフィルタシステム。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
　本発明は、水フィルタカートリッジ及びフィルタカートリッジを備えたタンクに関し、
請求項１、２及び３１の前提部分に記載されている水フィルタカートリッジのための、管
接続型接続ヘッドにも関する。
【０００２】
　台所用品及び機器、例えば、水フィルタポット、湯沸かし器、コーヒーメーカあるいは
エスプレッソメーカ、には、液体を保持するため、台所用品、コーヒーメーカあるいはエ
スプレッソメーカの場合であれば水を保持するために、水タンクが設けられており、この
場合、機器内で処理する前あるいは消費する前の水を準備するために、フィルタカートリ
ッジがタンク内に挿入されうる。周知のフィルタカートリッジは、下部領域に排出口を有
し、その排出口を通して関連機器あるいは貯蔵、貯留容器に水が供給される。この場合、
水は、好ましくは重力によって処理される濾過部を通され、フィルタカートリッジの接続
部を介して、この接続部に対応する水タンクの接続部を通されて、機器あるいはその他の
貯留、貯蔵容器内に送られる。
【０００３】
　台所用品及び機器の確実な動作のためには、規定されたフィルタ条件を備えたフィルタ
カートリッジが使用されることが、非常に重要である。不適切なフィルタカートリッジは
、不十分あるいは不適切に準備された水が機器に供給されることをもたらし、これが、例
えば、味及び／あるいは香りの不十分な最適化、カルシウムの低下等の悪影響あるいは機
器の故障さえも引き起こす。機器の制御システムは、例えば、正しいタイプのフィルタカ
ートリッジが実際に使用されなかった場合には、正しいタイプのフィルタカートリッジを
使用する場合のように、正しい時間に所望の供給間隔で利用されることができない。不適
切なフィルタカートリッジを使用する場合、機器の動作の確実性だけでなく、保証等の点
においても問題が生じる。従って、許容されるフィルタカートリッジのみが使用されるこ
とを確実にすることが、非常に重要である。
【０００４】
　従って、本発明は、許容されるフィルタタイプのみが使用されることを確実にするフィ
ルタカートリッジ、タンク及びフィルタカートリッジ用の管接続型接続ヘッドを提案する
という目的を有する。
【０００５】
　本発明による水フィルタカートリッジは、フィルタ排出口側に、相補的な構成の接続構
造と接続することを目的とした接続要素を備えている。この水フィルタカートリッジは、
この接続要素が、多角形の輪郭を有する内周面及び／または外周面を備える点に特徴があ
る。従って、この多角形の輪郭は、フィルタカートリッジが動作しうるように、対応する
相補的な、同様に多角形の接続構造とのみ接続されることを確実にする、コード化要素に
相当する。
【０００６】
　この場合、フィルタカートリッジが挿入された際に、２つの相補的な多角形の接続構造
が互いの間に封止効果を生じると、特に好適である。この場合、封止効果は、これら２つ
の多角形の接続要素間の嵌合封止部により実現されることが好ましい。しかし、追加的及
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び／または代替的に、物理的に独立した封止部の使用を好適に取り入れてもよい。封止効
果を実現するために、軸方向及び／または半径方向に並んで、及び／または、フィルタ側
の接続要素を貫通する長手方向の軸に対して角度を有して、配置される封止面が設けられ
うる。
【０００７】
　フィルタカートリッジにより濾過されるべき未処理の水用の領域と、フィルタカートリ
ッジにより濾過された水が更に利用されるために排出口から排出する領域との間に形成さ
れる封止部にて、２つの水領域を分離するこの機能に加えて、フィルタカートリッジの多
角形の接続要素は、同時に、フィルタカートリッジを固定するための固定手段を形成して
もよい。必要であれば、水フィルタカートリッジに、更に追加的なコード化及び／または
固定構造を設けてもよい。この構造は、フィルタ側接続要素に対して相補的な、タンクま
たは接続ヘッドの接続要素上の、対応する相補的なコード化及び／または固定構造と共に
設けられる。
【０００８】
　実施形態によっては、フィルタカートリッジの接続要素が、突出部及び凹部の両方にて
形成されており、接続要素は、相補的な接続構造内に差し込むこと、及び／または、接続
構造上に嵌め込むことにより、対応する方法で接続されうる。この場合、水フィルタカー
トリッジの多角形の輪郭を有する外周面が、それぞれ好ましくは相補的な接続部の多角形
の輪郭を有する内周面上に載置され、互いの間に封止部を形成する。あるいは逆に、フィ
ルタ側接続要素の内周面が相補的な接続要素の外周面上に載置される。
【０００９】
　しかし、水フィルタカートリッジを保持するため、代替的あるいは追加的に、水フィル
タカートリッジの多角形の輪郭を有する接続要素と、相補的な接続構造との間に端部封止
部を設けることもできる。端部封止部は、好ましくは対応する平坦な端部接触面を形成す
ることにより、また場合によっては、接続要素と接続構造との間に配置される例えば弾性
材料から製造されうる封止部により補助されることによっても、設けられうる。
【００１０】
　水フィルタカートリッジの接続要素のような接続要素に、更なるコード化機能として、
軸方向及び／または半径方向に並んで配置される追加的なコード化構造を設けることもで
きる。このコード化構造は、例えば、同様に、突出部及び／または凹部にて形成されうる
。このようにコード化されたフィルタ側接続要素と、対応する相補的な形でコード化され
た嵌合部と、の間で封止部を用いる場合、その封止部にもまたこうした追加的なコード化
構造が設けられることが好ましい。
【００１１】
　上記のようなフィルタ側接続要素と相補的である、水フィルタカートリッジを支持する
ための接続要素は、例えば、濾過されるべき水を保持することを目的とする水タンクに形
成されてもよい。この水タンクは、濾過されるべき水を直接放出する排出口を有していて
もよいが、この水タンクは、水を使用する機器のためのタンクにて形成されてもよい。水
を使用する機器は、特に、家庭用機器、具体的には、自動コーヒーメーカ、飲料水ディス
ペンサといった自動飲料機や、調理及び製パン機器、具体的にはスチームアイロン、蒸気
クリーナ、高圧クリーナ、空気清浄器及び空調機器のような蒸気発生器、等である。この
タンクにおいては、水タンクから水を吸引するために、低圧を生じさせるための手段と共
に、吸引接続部もタンクに設けられることが好ましい。
【００１２】
　本発明によれば、「タンク」という表現は、水の貯蔵を目的とする容器だけでなく、フ
ィルタカートリッジを動作させるのに十分な静水圧を発生させる任意の他の器材をも意味
する。他の器材とは、例えば開放流路及び／または閉鎖流路である。
【００１３】
　より詳細に説明するため、以下において、対応して接続されたフィルタ要素を備えるタ
ンクが、好適な一実施形態として更に詳細に記載される。しかし、水フィルタカートリッ
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ジの接続要素と、水フィルタカートリッジを支持するための相補的接続要素との間のこう
したコード化は、管接続型の実施形態、例えば、管接続型フィルタ接続ヘッド、のために
も常に使用することができる。従って、水タンク及び水タンクの接続部に関して以下の文
中に説明される全ての特徴は、原則として、管接続型の実施形態に適用される。
【００１４】
　従って、水を使用する機器のためのタンクであって、フィルタカートリッジをタンクに
接続するためのフィルタ接続部を有する本発明のタンクは、タンク側フィルタ接続部の周
囲の形状に特徴がある。具体的には、タンクのフィルタ接続部が多角形形状にて形成され
た周状の輪郭を有するようなコード化構造を提供する点に特徴がある。これによって、タ
ンクに対応しないフィルタカートリッジの使用を防止することができる一方、また、相補
的なフィルタ側の接続要素の嵌合接触によって、タンク側接続部とフィルタ側接続部との
間に封止部を形成することもできる。
【００１５】
　タンク側フィルタ接続部は、タンクの内部に配置されることが好ましい。しかし、用途
に応じて、タンク側接続部がタンクの外側に設けられてもよく、この場合は、例えば、組
立及び／または衛生面で有利であろう。
【００１６】
　「このようなタンク側フィルタ接続要素」という表現は、本発明によれば、突状の及び
／または凹状の保持部、及び／または、固定及び／またはコード化及び／または封止、要
素のような、タンク上に直接的及び／または間接的に配置及び／または形成される、あら
ゆる要素を意味するものとして理解されるべきである。一例として、これらの要素は、タ
ンクに対して強固に接続される、または、されうるように構成された接続管、あるいは、
フック、フックの受け部、アダプタ等にて形成されてもよい。
【００１７】
　この場合、タンク側のフィルタ接続部は、タンクの底部領域に形成されていることが好
ましい。しかし、いずれにしても、水タンクと機器側の排出口流路との間の接続部が設け
られた位置に応じて、少なくとも部分的にあるいは完全にタンクの角及び／または側壁に
配置されていてもよい。例えば、タンクから突出するタンク側フィルタ接続要素を、使用
のための設置位置において、タンクの底部から上方にある距離を隔てた位置で使用するこ
とも実現可能である。
【００１８】
　これらの実施形態により、例えばポット及び／または引き出し型の容器にて形成された
タンクを提供することができる。これらのタンクにおいても同様に、対応するコード化さ
れたフィルタ側タンク接続要素を備えたフィルタカートリッジのみが使用されうる。この
実施形態と上述した実施形態との両方において、タンク接続要素の機器側接続部は、対応
する相補的な機器側タンク接続要素と、プラグ接続にて接続されうる。タンクの底部から
ある距離を隔てた位置にあるタンク側フィルタ接続要素は、例えばタンクの壁に固定可能
なフィルタ接続要素にて形成されてもよい。このフィルタ接続要素は、例えば、適切に適
合するコード化を有するカートリッジが挿入されると、タンクを満たしている、フィルタ
カートリッジにより濾過される未処理の水を運搬するために用いられる、配管にて形成さ
れてもよい。
【００１９】
　フィルタ経路のための注入開口が適切に低い位置に配置されている場合、タンクの実質
的な内容物は、このような実施形態を用いて、空にすることができる。この結果、タンク
は、使用不可能な水を全く収容しないか、もしくは、フィルタ経路を通過させることがで
きない少量の使用不可能な水のみを収容する。
【００２０】
　フィルタカートリッジが動作可能な方法で水タンク内に挿入されるようにするため、タ
ンクのフィルタ接続部側の構造は、フィルタカートリッジ側の対応する接続構造と、鍵と
錠の関係で相互に作用する必要がある。機械製造者あるいはタンク製造者は、このように
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して、関連する機械の信頼性のある動作を確実にするフィルタカートリッジのみが使用さ
れることを確実にしうる。一例として、吸引するための低圧は、吸引ポンプを用いて生じ
させることができる。
【００２１】
　本発明の特に有利な一実施形態において、タンクのフィルタ接続部及びフィルタカート
リッジの接続管は、少なくとも部分的に互いを取り囲むように構成されている。この場合
、理想的には、一例として、種々の実施形態において、コード化構造に加えて、例えば半
径方向及び／または軸方向に、及び／または相互に嵌合するような方法で、封止構造も提
供することができる。
【００２２】
　原則として、コード化構造は、タンク接続部の領域における作動部材として用いること
もできる。例えば、タンクに固定されたスイッチ機構は、それゆえに、フィルタカートリ
ッジのコード化構造によって作動されうる。このスイッチ機構は、フィルタカートリッジ
が正しく取り付けられているという信号として利用することができ、あるいは、関連する
機器により正しい種類のカートリッジを認識するために利用することができる。こうした
コード化要素の作動部材としての改良は、特に、全ての種類のコード化構造に関して可能
である。
【００２３】
　従って、一例として、二段の差込部あるいは多段の差込部を設けることも可能である。
この場合、この二段あるいは多段構造は、対応する接続要素の周面を上から見た範囲だけ
でなく、長手方向の範囲についても関連しうる。この場合、個々の及び／又は複数の、二
段あるいは多段の差込要素の間で、周面を上から見た場合において、様々な間隔での角度
配置がもたらされうる。これによって、それぞれに形成された相補的な差込要素に対応し
て様々に構成された差込構造について、コード化を実現することが可能になる。この場合
、差込結合部は、それぞれ第１平面、第２平面あるいは更なる平面において十分に設ける
ことができ、また、あるいは、不適切にコード化されたフィルタカートリッジ上に設けら
れた差込要素が、通り抜けることを不可能にすることにより、このカートリッジが動作の
ために使用されることを防止することができる。
【００２４】
　更に、多角形の輪郭は、フィルタカートリッジの様々な挿入角度位置について、幅広い
角度コード化を可能にする。
　この目的のため、回転対称の周囲輪郭がフィルタ接続要素に設けられることが好ましい
。回転対称の構成により、フィルタカートリッジの挿入のために、様々な予め定められた
角度位置を提供することができ、必要であれば、角度位置に応じて追加的な機能を関連付
けることができる。
【００２５】
　上述された典型的な実施形態によるタンク側フィルタ接続要素の周囲形状の例は、一例
として、六角形の断面の輪郭によりもたらされうる。一例として、このような輪郭は、そ
れに対応するフィルタカートリッジの６つの異なる角度位置を可能にする。しかし、他の
多角形形状、例えば三角形、四角形、五角形、七角形、八角形あるいはそれ以上、すなわ
ち原則的にはあらゆる奇数及び／または偶数の多角形形状も実現可能である。
【００２６】
　タンク側フィルタ接続要素は、この場合、対応する内周及び／または外周を有する凹部
にて形成されてもよく、あるいは、対応する内周及び／または外周を有する突出部にて形
成されてもよい。接続管は、フィルタカートリッジの対応する接続要素内への差し込み、
及び、接続要素上への嵌め込みの両方のために、内周及び／または外周のいずれかに対応
する周囲輪郭に対応するように設けられうる。
【００２７】
　このようにして形成された周面は、同時に、好適に封止面を形成する。封止面が形成さ
れることは、フィルタ排出口流路のための、それに対応する封止形状を有するフィルタカ
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ートリッジのみがタンク内に挿入可能であり、フィルタカートリッジが動作可能なように
、タンク側接続要素と接続可能となることを確実にする。それゆえに、封止部はカートリ
ッジのハウジングと同じ材料から、好ましくは接続管に吹き付けられることによって有利
に製造することができる。同様な効果は、タンク側及びフィルタ側の接続要素の間におい
て、場合によっては更に別のコード化構造と共に、例えば、鋸歯状、階段状、波形等の平
坦でない端部接触面による、端部のコード化及び／または封止によっても実現されうる。
【００２８】
　上記のように形成された周面は、フィルタカートリッジのための保持部として用いても
よい。この保持部は、タンク領域内の対応するように形成された保持要素に対応する。フ
ィルタカートリッジ用の保持部として用いることもできる。この場合も、周面はコード化
構造をもたらす。
【００２９】
　特に、保持部が同時に封止面を形成する場合において、コード化構造、具体的にはタン
ク側及び／またはフィルタ側接続要素の周面、は、例えば切頭円錐あるいは切頭角錐にて
形成される、軸方向に延出する先細の断面を有していてもよい。これにより、比較的大き
な摩擦力を生じることなく、容易に封止した状態で差し込まれることが可能になる。
【００３０】
　既に何度も述べたように、タンク側のコード化構造に対応する対応コード化構造が、フ
ィルタカートリッジ側に設けられなければならない。タンク側のフィルタ接続部の封止面
が、コード化構造の形状に含まれている場合は、そのとき、１つの具体的な実施形態にお
いて、封止部自体が、フィルタ側タンク接続要素として適切な形状を備えている。例えば
、タンク側フィルタ接続要素が六角形の断面を有する場合には、このことが、適切な六角
形の封止部を、嵌合片として設けることを可能にする。この場合、封止部は、軸方向の封
止部、好ましくは、放射状の封止部にて形成されうる。放射状の封止部は、上記の典型的
な実施形態において、対応するように形成された六角形の凹部内に差し込まれるか、ある
いは同様に形成された突出部上に嵌め込まれる。
【００３１】
　上記のように、先細の断面を有する場合、封止部は、例えば、切頭六角錐体の形を取っ
た突出部に嵌めこまれる際に、ある領域にわたって一体化するよう、適切に構成されるこ
とが好ましい。
【００３２】
　この改良例においては、適切に形成された封止部を備えたフィルタカートリッジのみが
、動作可能に使用されうる。
　本発明の他の実施形態においては、コード化構造は、タンク側フィルタ接続部の内周及
び／または外周の形状によってももたらされうる。その結果、コード化は、例えば、対応
する接続要素の円形の断面形状との相違により提供される。コード化は、特に同じくコー
ド化構造を備えうる、対応するように構成された封止部と共に提供されることが好ましい
。従って、例えばタンク側フィルタ接続部の楕円形状を用いて、これに対応して嵌合する
フィルタカートリッジのみが使用可能になることを確実にすることもできる。更に、この
実施形態及び／または上記の実施形態のいずれか１つと併せて、更に別のコード化構造を
常に備えることもできる。別のコード化構造は、例えば軸方向に作用し、場合によっては
封止効果も有する突出部及び／または凹部である。一例として、鋸歯状、階段状、波形、
及び／または他の類似の構造にて形成された端部の輪郭が、軸方向に設けられうる。
【００３３】
　本発明の一展開例においては、２つ以上の異なるコード化構造を設けることもできる。
例えば、上記の接続部のコード化と共に、フィルタカートリッジを位置決めするのに用い
る固定手段を追加的に設けることができる。この場合、更なるコード化構造は、この固定
手段に収容されうる。例えば、上記のように封止面に広がるコード化は、固定及び／また
は追加的なコード化のための、それらとは別に構成された装置と組み合わせることができ
る。こうした固定手段は、フィルタカートリッジの内部領域及び／または、その代わりに
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、フィルタカートリッジの外部領域に設けることができる。
【００３４】
　具体的な一実施形態においては、タンクの底部から突出し、フィルタカートリッジの外
周上で作用し、加えてコード化という特徴を有しうる固定手段が設けられている。例えば
、そのフィルタカートリッジは、必要ならば同様にコード化構造にて形成される要素を介
して、対応する係止あるいは挟持要素内に、係止あるいは挟持されうる。
【００３５】
　タンクフィルタ接続部のための更なるコード化の選択肢は、フィルタハウジングを貫通
する長手方向の軸に対する、フィルタ側のタンク接続要素を貫通する長手方向の軸の配向
を、例えばこれらの軸が、互いに特定の、具体的には鋭角を形成するように変更すること
である。この目的のため、フィルタ側のタンク接続要素は、好ましくはカートリッジのハ
ウジングに対してわずかに屈曲されるように構成されていてもよい。このように屈曲され
て配置される接続要素を有しないカートリッジは、対応する狭い水タンク内で動作できる
ように使用することができない。このようなコード化の更なる利点は、比較的大きい長手
方向の広がりを有する湾曲及び／または屈曲した水タンクを、操作上安全で信頼性のある
方法で取り付けることも可能になる点である。これは、２つの長手方向の軸が互いに対し
て屈曲していることにより、タンク内におけるタンク側フィルタ接続要素の最適な配向、
及び、カートリッジが屈曲しているために、垂直的な挿入動作とならない挿入動作、によ
って、対応する信頼性のある封止及び固定タンク／フィルタ保持部を提供することが可能
になるためである。
【００３６】
　必要ならば、この目的のために、タンク側フィルタ接続要素を、フィルタ側タンク接続
要素に確実に接続できるように、フィルタカートリッジ及び／またはタンクに更なるガイ
ド要素を設けることができる。一例として、タンク側に設けられている挿入方向に先細の
断面を形成するリブは、とりわけ、この目的に非常に適しており、このリブを用いて、フ
ィルタ側接続要素及び／またはフィルタハウジング及び／または接続リング等のようなフ
ィルタハウジングから突出するガイド構造は、フィルタカートリッジ挿入時の誘導を行う
。このようなフィルタ側のガイド構造は輪郭を有しうる周面にて形成されてもよく、上記
のリブと相補的な形状のスロットにて形成されてもよく、及び／またはその他の適切な構
造にて形成されてもよい。
【００３７】
　リブ／スロットコード化の場合には、１つ以上のこうした相補的な要素のために、上方
から見た場合の様々な角度のコード化により、更なるコード化を選択することが同様に可
能になる。対応するフィルタカートリッジは、スロット／リブの組合せ及び屈曲されたタ
ンク／フィルタの接続構造が組み合わされた場合にのみ、動作のために挿入されうる。
【００３８】
　しかし、本文で説明されたこのガイド及びコード化構造は、屈曲されていないものの同
様に動作するフィルタ接続要素のために、常に用いられうる。
　追加的なガイド及び／またはコード化機能は、フィルタカートリッジの端部に形成され
、対応する相補的形状のタンク側コード化及び／またはガイド構造と係合可能な、凹部あ
るいは突出部により実現することができる。
【００３９】
　しかし、混合装置を提供するために、フィルタカートリッジ内に対応する開口部及び／
または溝を形成して、例えばタンク側混合要素との相互作用を伴って及び／または伴わな
いで、フィルタカートリッジにより濾過された水の混合ができるようにすることも可能で
ある。これは、タンク側及びフィルタ側の接続要素間において結合しうる接続部、及び／
または、同様の及び／または異なる接続構造、及び／または、コード化構造及び／または
固定構造及び／またはシール構造を備えるアダプタのような延長要素を用いる場合にも、
適切な方法で適用される。
【００４０】
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　本発明によるコード化が、許容されていないフィルタカートリッジを使用するために、
機械内のタンクを、許容されておらず、コード化構造を有しないタンクと置き換えること
によって、解除できないことを確実にするため、タンクと機械等との間のインタフェース
部が、上記の典型的な実施形態のうち１つと同一とされうるコード化構造にて同様にもた
らされることが推奨される。この場合、機械側及びタンク側の接続要素は、適切にコード
化されなければならない。
【００４１】
　フィルタカートリッジあるいはタンクに接続可能な別体のアダプタ部品を介した、フィ
ルタカートリッジの接続を提供する実施形態も本発明の範囲に含まれる。これはまた、タ
ンクと関連する機器との間の接続にも適用される。
【００４２】
　本発明は、対応する水タンクを有し、水を使用するあらゆる機器、具体的には自動コー
ヒーメーカ、飲料水ディスペンサといった自動飲料機や、調理及び製パン機器のような、
特に、水を使用する家庭用器具、あるいは食物及び／または飲料調理用機器、蒸気及び／
または高圧クリーナ、空気清浄器及び空調機器等と共に、有利に用いられうる。
【００４３】
　既に以上で説明したように、水フィルタ接続ヘッドにて形成された、管接続型の水フィ
ルタ接続要素も、本発明の範囲に含まれる。この水フィルタ接続ヘッドは、水フィルタを
保持することを目的とする接続要素が、多角形の輪郭を有する内周及び／または外周面を
備えることを特徴とする。水フィルタカートリッジと水タンクとの間の接続部に関して以
上で説明された全ての特徴は、水フィルタカートリッジの接続部の場合の説明に沿った適
切な方法で、このような管接続型の水フィルタ接続ヘッドにも適用される。
【００４４】
　本発明の種々の典型的な実施形態は、図面において例示されており、以下の本文におい
て図を参照して更に詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】フィルタカートリッジが挿入された水タンクの底部の側面図を示す。
【図２】図１に示された水タンクの底部を上から見た図を示す。
【図３】図１に示されたフィルタカートリッジのタンク接続要素の平面図を示す。
【図４】図１に示されたフィルタカートリッジの斜視図を示す。
【図５－５ａ】角度位置に依存する混合量調整部を有する２つの実施例の変形例である。
【図６－１７】タンクに接続可能なフィルタカートリッジ用のフィルタ接続部のさらなる
実施形態を、概略的な例として、様々な図及び部分にて示し、フィルタ接続部は、タンク
側フィルタ接続要素と、フィルタ側タンク接続要素と、を有している。
【図１８】フィルタ側及び機器側のタンク接続部を、それぞれの接続部に対応するように
構成されたアダプタ部とともに、例として概略的に示す。
【図１９－２０】タンク／フィルタ接続部用のコード化の２つのさらなる実施形態を示す
。
【図２１－５７】さらなる可能な実施形態を、例として概略的に、様々な図の形態で示す
。
【発明を実施するための形態】
【００４６】
　図１は、破線により部分的に概略的に示されているタンク６６、及び、関連するフィル
タカートリッジ３１の接続要素１、２を示している。タンク側には、関連するタンク６６
の底部２９に、例えば、溶接、接着あるいはその他の方法による取り付けにて、強固に接
続された接続ソケット(Anschlusssockel)１が示されている。フィルタカートリッジ３１
のタンク接続要素２は、この接続ソケット１内に挿入されている。フィルタ側タンク接続
要素２は、図４においてよりよく示されるが、カートリッジハウジング３６と一体になっ
た接続管４を備えている。図１及び４に示されている、実施形態の変形において、水は側
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部スロット６を経た後、カートリッジの底部に配置された絞り開口部３４を経て、カート
リッジハウジング３６の内部に送られ、その後、さらなる詳細は示されていない、濾過部
を通過する。この場合、フィルタ経路は、上昇流の形態であっても、下降流の形態であっ
ても、あるいは両方の流れを誘導可能な組合せの形態であってもよい。濾過された水は、
最終的に、タンク側機器接続部６８を介して中央流出管３５を通り、水タンク６６の吸引
接続部６７内へと送られる。
【００４７】
　タンク側機器接続部６８は、単純化のため、ここでは単なる一例として円形の接続管と
して示されている。しかし、タンク側フィルタ接続部の接続ソケット１と同様に、許容さ
れる接続、つまりタンクに対して使用されるフィルタカートリッジと、必要であればこの
タンクの使用に適した機器と、の両方への接続のみを可能にすることを確実にするため、
タンク側機器接続部６８もコード化された構造を有していてもよい。明確化のため、機器
接続部６８に対するこのような詳細は図示されておらず、このような接続が可能な実施形
態に関しては、タンク／機器接続にも十分適用可能なタンク／フィルタ接続に関して記載
された実施形態が参照される。
【００４８】
　タンク側フィルタカートリッジのコード化の第１の実行可能な実施形態は、図２及び５
においてタンク側フィルタ接続要素として示されている。タンク側フィルタ接続要素の周
面３３は多角形の断面を有している。この特定の典型的な実施形態においては、多角形は
六角形に形成されており、多数の他の実行可能な実施形態を代表している。以下の文中で
さらに説明される典型的な一実施形態では、タンク側フィルタ接続要素が、代表される実
施形態の変形例として示されており、その例における周面は、四角形形状の多角形の断面
を示している。
【００４９】
　タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側タンク接続要素２との間の実行可能なコード
化に関するさらなる詳細は、以下の文中で図２を参照して説明される。この場合、一例と
して六角形に形成された接続ソケット２３にて構成されたタンク側フィルタ接続要素２３
は、多角形の外周２４及び対応する多角形の内周を有する突出部２３として、多角形の輪
郭を提供するために構成されている。フィルタカートリッジ３１の取り付け、ひいては、
固定及び封止の第１の実行可能な形態において、フィルタカートリッジが嵌められた後、
相補的なカートリッジ接続構造の内周３３が、相互に係合し、封止する状態で、外周２４
上に配置されることが好ましい。
【００５０】
　この場合、タンク側フィルタ接続要素２３及びフィルタカートリッジの接続管部４は、
好適な方法で、少なくとも部分的に互いに囲み合うことができる。完全に囲まれる場合に
は、これら２つの要素間の周接触面に追加的な安定効果がもたらされるのに加えて、タン
ク６６の内部の浄水側と、吸引接続部６７を介して機器に供給するための接続開口部３５
に配置されるフィルタ装置側との間における、優れた広範囲の封止状態が確実にされる。
【００５１】
　図１８に対応する相補的な実施形態においては、上記構成を反転した形態として、タン
ク側フィルタ接続要素２３は、対応する内周を有する凹部にて形成される相補的な形態と
されうる。この構成においても、フィルタカートリッジの封止面３３が、好ましくは、係
合した状態にて広範囲にわたり封止状態を形成し、それにより、やはりこの構成において
も、同時に、フィルタカートリッジ３１がタンク６６に適切に固定されることが確実にな
るように、置かれうる。
【００５２】
　突出部２３にて形成されたタンク／フィルタ接続部のための実施形態のコード化に関す
る更なる詳細が、次に再び図２を参照して説明される。しかし、これらの説明は、上記の
ように図１８に対応する凹部２３にて形成されたフィルタ接続部にも、同じ意味で適用さ
れる。こうした関係があるため、参照符号についても、両方の実施形態について、同じも
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のが、それぞれ同一の特徴に対して同じ意味で用いられている。
【００５３】
　タンク側接続ソケット２３は、六角形の外側輪郭を有し、その外周表面は封止面２４を
形成する。挿入されうるフィルタカートリッジ３１の方向に向き、接続部を貫通する長手
方向の軸６９と略平行に配置される外殻２５は、ソケット２３の周囲の外側に配置され、
フィルタカートリッジハウジングと、その外側にある接続領域と、を、少なくとも部分的
に、囲むのに適している。
【００５４】
　停止要素２６は、接続ソケット２３と外殻２５との間隙７０に嵌め込まれる。停止要素
２６により、封止面２４に適合する幅の狭い封止部材のみが、接続ソケット２３の領域へ
挿入可能となることが確実にされる。
【００５５】
　底部リブ２７、２８は、タンク底部２９が封止されることを防止する。これは、内側リ
ブ３０が、内側の放射状の封止部材により封止されることを防ぐのと同様である。底部リ
ブは、底部に近接して配置され、接続管２３の半径方向、及び／または、接線方向、に整
列することが好ましい。内側リブ３０は、接続ソケット２３の内側に、及び／または、上
側縁部７１を超えて上方に、突出する。これらの構造は、封止面２４のみが封止面として
利用されうることをもたらし、その結果、ここで、一例として図示された封止面２４が六
角形の外側輪郭であることにより、本発明のコード化構造がもたらされる。
【００５６】
　使用されるフィルタカートリッジ３１は、成型封止部３２を備える。成型封止部３２も
対応する封止面２４と同様に、六角形の断面を有する（図３参照）。この場合、成型封止
部３２の内側表面は、封止面３３を形成する。
【００５７】
　さらに、図３は、フィルタカートリッジへ水を供給するための注入口スロット３４と、
この水が流出するための中央排出開口３５と、を示す。
　接続ソケット２３に対応して成型された成型封止部３２の上方において、図示された実
施形態は、さらにコード化構造を備える。例えば、スナップアクション要素３７（例えば
、図４）が、フィルタカートリッジハウジング３６の外側で、一体的に形成される。スナ
ップアクション要素３７は、外殻２５にある対応する受け部３８へ挿入されうる。下方端
３９が受け部３８の端部４０上に載せられたとき、圧力が作用する点が生じる。この位置
に達するまでは、フィルタカートリッジ３１は、いかなる抵抗も受けること無く、適正な
角度位置で容易に嵌め込まれうる。この角度位置では、成型封止部３２は、接続ソケット
２３の封止面２４と並んで配置され、それゆえ、フィルタカートリッジ３１は、さらに軸
方向に挿入されうる。軸方向にさらに押し込まれることで、成型封止部３２が封止面２４
に沿って押し込まれ、スナップアクション要素３７が、端部４０と係合する。スナップア
クション要素３７、及び、これに対応する外殻２５の内側形状が傾斜していることにより
、フィルタカートリッジ３１は外殻２５内に固定される。本実施形態では、いかなる他の
軸方向固定要素をも必要としない。
【００５８】
　図５は、角度に依存して混合量を調整可能である、概略的に図示された実施形態を示す
。フィルタカートリッジ５３との接続領域における、タンク底部５２の詳細のみが図示さ
れる。タンク底部５２は六角形の接続ソケット５４を備える。この接続ソケット５２は、
単に鉛直なソケット壁と比較して封止効果を向上するために、上方に向けてわずかに収束
する構造、及び／または、切頭角錐にて形成されるさらなるコード化された構造、とされ
る。この先細になる断面は、斜視図からはほとんどわからない。
【００５９】
　また、接続ソケットの外表面５５は、フィルタカートリッジ５３が嵌合される場合に、
タンクの内部に対して、排出管５６を全体的にまたは部分的に封止するために、同時に、
封止面として用いられる。
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【００６０】
　フィルタカートリッジ５３は、接続ソケット５４に対応する六角形封止部５７を有する
。１つの壁５９を除き、個々の壁５８は軸方向Ａにおいて同じ長さを有する。壁５９はそ
の下面に切り欠き部６０を備える。切り欠き部６０の機能を以下の文中に詳細に説明する
。フィルタカートリッジ５３からの排出口６１は、封止部５７の内部に図示されている。
濾過された水はこの排出口６１を通過して排出管５６へ流入する。
【００６１】
　接続ソケット５４のソケット壁６２、６３、６４のそれぞれは、それぞれ異なる数のバ
イパス開口部６５を備える。バイパス開口部６５は、フィルタカートリッジ５３が差し込
まれた場合に、バイパス開口部６５の位置と比較してより長い封止壁５８により封止部を
形成するように配置され、その結果、バイパス開口部６５は閉鎖される。切り欠き部６０
を有する壁５９が使用されているときにのみ、バイパス開口部６５は開放される。その結
果、濾過された水は、直接、切り欠き部６０を介してタンクから排出管５６の領域へと流
出する。
【００６２】
　図示された実施形態から容易に分かるように、フィルタカートリッジの角度配置、すな
わち、切り欠き部６０が組み込まれるソケット壁６２、６３、６４を選択することで、バ
イパス開口部６５の開放される断面の大きさが調整される。
【００６３】
　本実施形態では、接続ソケット５４に複数のバイパス開口部６５が設けられて、断面開
口が追加されている。他の実施形態においては、大きさが異なるバイパス開口部６５を単
に設けてもよい。濾過された水が、濾過されていない水に対して加えられる割合が異なる
ことは、個々のバイパス開口部６５の断面がそれぞれ異なること、あるいは、１つのソケ
ット壁、例えばソケット壁６４、にある複数のバイパス開口部６５の合計に起因する。そ
れゆえ、フィルタカートリッジ５３が配置された角度に応じて混合量の調整がされること
になる。
【００６４】
　混合量の調整のさらに可能な実施形態としては、例えば、フィルタカートリッジによっ
て操作されうる、運動要素を設けることによるものであり、図５ａに示される図に対応す
る。運動要素は、接続ソケット５４．１の形態で設けられ、運動要素の位置は回転によっ
て調整可能である。この場合、回転可能な接続ソケット５４．１の底部５４．２は、一例
として、３つのバイパス開口部６５．１を有する。また、３つのバイパス開口部６５．１
は、接続ソケット５４．１のタンク底部５２に対する回転位置に応じて、配置されうる。
その結果、タンク底部５２に配置された補助バイパス開口部６５．２が、流体が通過でき
るように開放されうるか、あるいは閉鎖されうる。
【００６５】
　単に一例として、本図は４つの異なる調整を示す。図示された回転位置では、バイパス
が閉鎖されており、また、１、２、または全ての３つのパイパス孔６５．１のそれぞれが
、対応するバイパス孔６５．２に一致して配置されることにより開放される、別の３つの
配置選択肢がある。タンク側浄水接続部に接続されたバイパス孔６５．１と、一例として
、中心に配置された排出管５６と、の間を分離する可能な例としては、封止部がその間に
配置されることであろう。具体的にかつ好ましくは、封止部が、フィルタ側タンク接続要
素の端面と、接続ソケット５４．１の底部５４．２と、の間に、封止するために、延出す
ることであろう。しかしながら、常時、浄水側と濾過された水の側との間に、別の、また
可能であれば追加の、分離要素及び／または封止要素を用いることが可能である。
【００６６】
　図示された実施形態に加えて、さらなる実施形態、及び／または、これらの実施形態の
組み合わせも、問題なく実現することが可能である。例えば、例として図示された六角形
の多角形形状である上述のコード化構造は、他のコード化構造に追加されうるか、及び／
または、他のコード化構造と組み合わされうる。他のコード化構造は、これもまた一例で
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あるが、図６の実施形態に一例として追加的に示されるように、例えば四角形の多角形形
状である。
【００６７】
　図示された実施形態に加えて、さらなる実施形態、及び／または、これらの実施形態の
組み合わせを、問題なく実現することが可能である。例えば、例として図示された六角形
の多角形形状である上述のコード化構造は、他のコード化構造に追加されうるか、及び／
または、他のコード化構造と組み合わされうる。他のコード化構造は、これもまた一例で
あるが、図６～１７の実施形態に一例として追加的に示されるように、例えば四角形の多
角形形状である。
【００６８】
　詳しくは、図６は、上方から見ると四角形の輪郭を有する接続ソケット７２を示す。こ
の接続ソケット７２には、相補的な接続部品を有し、接続ソケット７２に対応する形状を
したカートリッジ７３が、挿入される。カートリッジ７３は、接続ソケット７２と同様に
、四角形の断面を有する。明確にするため、接続ソケット７２が封止部を形成するために
接続ソケット４１が接続されうるタンク及びタンク底部は、ここでは図示されない。
【００６９】
　図７及び図８は、カートリッジ７３と接続要素７２とをそれぞれ示す。設けられている
４つの脚部のうち３つが、カートリッジ７３の下方の領域に示される。各脚部７４の間に
は、注入開口７５が形成されている。注入開口７５は、カートリッジ７３が接続要素７２
に挿入された場合に、浄水が流入するのに十分な大きさである。接続要素７２は、それに
対応して、浄水が、タンクからフィルタカートリッジ７３に向かって通過するための、補
完的な注入開口を有する。接続ソケット７７は、例えば、接続ソケット２３に対応するも
のとして、例えば、接続要素７２のベースプレート７８の中心に、これも突出した形状で
形成される。この、突出部として形成された接続ソケット７７は、その外周表面に封止面
７９を有する。封止面７９は、フィルタカートリッジに配置される相補的な保持構造に対
して、封止部を形成することで、浄水の領域を、フィルタにより濾過された水の領域から
分離する。この四角形の実施形態においても、同様に、接続ソケット７７は、好ましくは
少なくともわずかに先細状にされうる。これは、嵌合されうるカートリッジの接続部品が
、より容易に嵌合されうる一方、他方で、２つの要素間を封止するために、より広い範囲
を相互に覆う表面領域が設けられうる。
【００７０】
　図９及び図１０は、それぞれ、下方から見たカートリッジ７３を示す。カートリッジ７
３には成型封止部８１が図示されている。成型封止部８１は、接続ソケット７７を補完す
るものであって、成型封止部８１の中には、封止面８０が設けられる。一例として、濾過
された水のための排出口８２が、成型封止部８１の中央部の中心に示されうる。濾過され
た水は、注入口スロット３４を通ってフィルタへと流れうる。
【００７１】
　図１１及び図１２は、上方から見ると四角形の接続構造を有する、接続要素７２と、こ
の接続要素７２に挿入されたカートリッジ７３と、を通る縦断面図を、それぞれ示す。一
方は、幅広の側面に沿った図（図１１）であり、他方は、細長の側面に沿った図（図１２
）である。
【００７２】
　図１３及び図１４は、接続ソケット７７と、成型封止部８１をその一部に配置したカー
トリッジ７３と、の間の接続領域における詳細図を２つ示すが、それぞれの場合において
、断面は、異なる深さに位置している。図１４は、成型封止部８１と接続ソケット７７と
の間の嵌め込み結合に加え、細長の外壁８３、フィルタカートリッジ７３と、外殻８４の
要素と、の間で、好ましくは同様に嵌め込まれた状態で、固定状態がもたらされることを
、特に、詳細に示す。
【００７３】
　図１５及び図１６は、図１３及び図１４に対応する２つの別の断面図を示すが、これら
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もまた、断面は異なる深さに位置している。
　最後に、図１７は、詳細な形態をさらに大縮尺で示す、別の図を示す。
【００７４】
　さらに、図１～図４、及び、タンク側フィルタ接続要素２３上の突出部２３にて形成さ
れた、ソケット／フィルタ接続部に加えて、図１８は、補足的な形状を、タンク底部２９
に形成された凹部２３として示す。ここでも、同様に、第１の実施形態に関して説明され
た全てのコード化の選択肢が、正確には、同様に、及び／または補助的な形状により、あ
るいは、実施形態の組み合わせにより、これらのいずれかにて、実施されうる。
【００７５】
　第２の重要な特徴として、図１８は、アダプタ８５、８６を用いた選択肢を示す。アダ
プタ８５は、同様に例として示されるフィルタカートリッジ７３をタンク側フィルタ接続
部１に接続するための、単に一例として図示される。ここでは、フィルタ接続部１、具体
的には、フィルタ接続部１のソケット２３、の実施形態は、既に上述されたように、突出
するソケットであっても、凹んだ溝の形状であってもよい。同じことが同じ理由で、タン
ク底部２９の下面におけるタンク側機器接続部にも適用される。この場合、機能が同じで
あるため、個々の要素は、一部上記説明中で既に使用された参照番号と同じ参照番号が付
されている。
【００７６】
　図示された変形例の実施形態は、本発明により提供されうる幅広く異なるコード化構造
を示す。どの形態においても、コード化構造が、鍵の機能を備える適切に整合するフィル
タカートリッジのみが、対応するタンク側フィルタ接続部に嵌合することを、確実にする
。
【００７７】
　タンクとフィルタとを接続するためのコード化の、さらに可能な２つの実施形態を、図
１９及び図２０に示し、また、これらの図を参照して説明する。図１９では、フィルタカ
ートリッジ５３のハウジング自体が、外側が、六角形に形成された多角形の外形を有する
。ハウジングは、補完的なタンク側多角形コード化及び／または固定構造２３へ挿入され
うる。太い実線は、底部が平坦である基部を有するフィルタカートリッジ５３を、斜めに
下方から見た図を示す。また、フィルタカートリッジ５３の中心には、濾過された水用の
フィルタ排出口３５が設けられている。フィルタ排出口３５は、例えば、端部が軸方向に
突出する２つの取付部３５．１及び３５．２を有する円筒形の突出チューブとして設けら
れている。円筒形の突出排出口要素３５は、相補的な排出口の端面に関連してコード化さ
れており、円筒形の端面と共に、２つの軸方向に突出する羽根によって形成されている。
保持要素６８は、タンク側フィルタ接続部に形成され、コード化溝６８．１及び６８．２
と共に、軸方向のコード化及び／または封止、構造、または、外形、を形成する。フィル
タカートリッジ５３は、フィルタ排出口３５の端面がタンク側機器排出口６８の端面に一
致して、封止された場合にのみ、フィルタカートリッジ５３が動作されうるように、タン
ク側フィルタ接続要素１に挿入されうる。
【００７８】
　実線で示される本実施形態において、本実施形態で一例として図示されるフィルタカー
トリッジ５３の六角形の外側外形は、フィルタカートリッジ５３を固定し、必要であれば
封止するように、タンク側フィルタ接続要素１の接続ソケット２３へ挿入されうる。この
場合、接続ソケット２３の内周面は、フィルタカートリッジ５３の外周面及びその接続部
に対して固定されるため、及び、必要であれば封止されるために用いられる。
【００７９】
　フィルタカートリッジ５３の多角形の外側外形、ここでは例として六角形で図示される
、と、対応する相補的なタンク側接続嵌合部１と、の間の、さらなる別の取付の選択肢を
示すために、フィルタカートリッジ５３のハウジング３６は、上述のフィルタの底部に対
して延出するように破線で図示される。フィルタカートリッジの底部に対して突出する多
角形の接続輪部は、フィルタカートリッジを固定するために、タンク側フィルタ接続管２
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３に配置され、または、同様に挿入されうる。これもまた、実施形態に応じて、接続輪部
を固定するため、また好ましくは封止するために、フィルタ排出口３５及びタンク排出口
６８の２つの内部コード化が、互いに重なり封止部を形成するか、または、本実施形態で
一例として図示される、羽根状のコード化構造と相補的なスロット状のコード化構造とが
、互いに重なり、あるいは、係合して封止部を形成するまで挿入される。水がタンクから
フィルタカートリッジの内部へと通り抜けるように、適切な開口及び／または流路が設け
られているが、ここでは図示されていない。対応するバイパス構造は、図示しないが、詳
細に上述したように設けられうる。図１９は、それゆえ、タンク側フィルタ接続要素２３
の内周面と、その外周面２４と、の両方に固定されるフィルタカートリッジを示す。
【００８０】
　これに対し、図２０は変形された実施形態を示す。この変形では、フィルタカートリッ
ジのハウジング３６は、一例として、円形として、フィルタ排出口３５は、多角形の構成
、ここでも一例として、六角形として、図示されている。また、フィルタ排出口３５は、
付加的に、及び、ここでも一例として、２箇所で軸方向に突出し、コード化された三角形
の突出部あるいは羽根にて形成された端部コード化構造を備える。この場合も同様に、フ
ィルタカートリッジは、タンク側フィルタ接続要素１に接続可能である。その接続は、２
つの排出口構造３５及び６８が軸方向の端部で互いに結合し、封止部を形成する場合にの
み、フィルタカートリッジ５３が動作しうるようになされる。明確にするため、他のコー
ド化及び／または固定構造は図示されていない。ただし、上述されたすべての構造は、本
実施形態に対応する形で設けられうる。図１９及び図２０に対応する２つの実施形態では
、これらのコード化構造もまた、フィルタ側とタンク側との間で置き換え可能であり、及
び／または、変形可能であり、及び／または、それに追加される、さらなる外形及び／ま
たは構造を備えることも可能である。
【００８１】
　図２１～図３２は、タンク／フィルタ接続要素のコード化及び／または固定構造の、さ
らなる可能な実施形態を示す。ここでは、図２１～図２４は、差込接合の第１の可能な実
施形態を示し、図２５～図２８は差込接合の第２の可能な実施形態を示し、図２９～図３
２は差込接合の第３の可能な実施形態を示す。この差込接合は、具体的には、二段のまた
は多段の差込接合である。
【００８２】
　図２１～図３２の実施形態における主要な特徴は、この場合、二段のまたは多段の差込
接合が形成された、様々な可能なコード化と、鍵と錠との関係により形成された鍵状のコ
ード化と、を図示する。図２１及び図２２は、フィルタ側タンク接続部のコード化及び固
定構造を示す。図２１を上から見た図である図２８に対応して、８つの突出部２１．１及
び２１．２を示す。この８つの突出部２１．１及び２１．２は、４つの２つのペアとして
、フィルタ側タンク接続要素の長手延出方向に沿った軸方向に、及び、放射状の角度位置
にて相互にずらして設けられる。
【００８３】
　図２３及び図２４において、相補的な接続及びコード化構造２０が、タンク側フィルタ
接続要素１９内に図示されている。図２４に対応する本実施形態では、図示されるｘ－ｙ
座標系の１軸と開口２０を通る軸との間に、比較的鋭角である角度αとして、角度αが示
される。端部側の最前方に配置されたコード化突出部２１．１は、フィルタ側タンク接続
要素８をタンク側フィルタ接続要素１９に固定するために、フィルタ側タンク接続要素が
軸方向に挿入されることを許容するように、タンク側フィルタ接続要素１９の開口２０が
円周に分散配置されるのに対応して分散配置されなければならない。コード化突出部２１
．１に関して第１の挿入深さを得た後に、フィルタ側タンク接続要素を通る長手方向の軸
に関して、回転動作が実行されなければならない。この回転動作は、第２のコード化突出
部２１．２の組合せが、開口２０に整合するまで実行されなければならない。これによっ
て、フィルタ側タンク接続要素をタンク側フィルタ要素へ軸方向にさらに挿入することが
可能となり、フィルタ側タンク接続要素にて固定されるまで、フィルタ側タンク接続要素
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は、長手方向の軸に関してさらに回転動作が行われる。
【００８４】
　図２５～図３２は同様の実施形態を、軸方向を見た図及び上から見た図にて示す。しか
し、これらの実施形態は、図２１～２４の実施形態から変形された、開口２０の外形と、
開口２０に対して相補的なコード化突出部２１の外形とを備え、これらの配置に関しても
角度が変更されている。
【００８５】
　他の相違点は各場合におけるコード化構造の数である。図２１～２４の実施形態では、
２段で合計８個である。図２５～３２では、それぞれ、３個の突出部でコード化された段
が２段であり、６個のみである。ここで説明されるコード化構造は、個々のタンク／フィ
ルタ接続部のさらに優れた選択肢でさえも許容するために、他のコード化構造、例えば軸
方向に配列されたコード化構造、と問題なく組み合わせることができる。
【００８６】
　図３３～図４０は、タンク／フィルタ接続部のさらに別の実施形態を、様々な視点及び
図で示す。それらの図は、例えば、フィルタカートリッジ２９の斜め上方から見た図、断
面図、正面図、下方から見た図、さらに、フィルタ側タンク接続要素が挿入されている及
び挿入されていないタンク側フィルタ接続要素を上方から見た図（図３９及び４０）など
である。
【００８７】
　本実施形態におけるタンク／フィルタ接続部の主要な特徴は、フィルタカートリッジ３
１の端部から突出するほぼＶ字形の突出部Ｓと、その突出部Ｓ間にある溝Ｎとである。突
出部Ｓと溝Ｎとが互いに有する幾何学上の寸法及び角度位置によって、タンク側フィルタ
接続要素におけるフィルタ側接続要素のための、様々なコード化及び固定点が可能とされ
る。
【００８８】
　突出部は、フィルタカートリッジをタンク接続管へ挿入する間に、位置決めをするため
にも用いられうる。具体的には、例えば、封止構造及び／または他の構造に対する損傷を
防止するために、視覚的に確認できない接続部の場合に用いられる。
【００８９】
　この場合、スロットの間隔、及び／または、スロットの幅、及び／または、突出部ある
いは突出羽根の幅、同様に、それらの長さ及び／または間隔は、タンク側フィルタ接続要
素の対応する構造に対応していなければならず、使用することが許容されるフィルタカー
トリッジの挿入を可能にするためのコード化に特に好適である。
【００９０】
　これらの対応するコード化及び／または固定構造は、リブＲ（図３９）を備える。リブ
Ｒは、タンク側フィルタ接続要素に形成され、このリブＲと、フィルタ側タンク接続要素
に形成されたコード化及び／または固定構造Ｎ及びＳと、がともに作用することは、図４
０に詳しく示される。この場合、リブＲはソケットＳＯ上に形成される。ソケットＳＯは
、部分的にフィルタ側タンク接続要素を取り囲む壁にて形成されている。
【００９１】
　上述のコード化及び／または固定構造は、本実施形態の変形例では、相補的な形状であ
ってもよい。すなわち、リブの代わりに溝を、また、溝の代わりにリブを備えていてもよ
い。さらに別の変形例では、溝及びリブを、タンク側あるいはフィルタ側接続要素の一方
に、及び／または、他方に形成することにより、複合のあるいは組み合わされたコード化
及び／または固定構造もまた、常に可能である。
【００９２】
　図４１～図４３はさらに別の実施形態を示す。フィルタ３１は、２つの補完スロットＳ
に係合する直角に形成された２つのリブＲを有する、タンク壁に配置されたガイドに沿っ
てタンクの内部に挿入される。タンク底部２９では、タンクは、多角形の、ここでは六角
形の、フィルタ接続要素２３とタンク排出口開口３５とを備える。タンク排出口開口３５
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は、この接続要素内からタンク壁を通って外側へ通り抜ける。
【００９３】
　壁側に形成されたタンク排出口開口３５を通って十分な水を流出させる一方、他方で、
タンクを可能な限り完全に空にするために、上面が傾斜された多角形である多角形の接続
要素２３がタンク底部に形成されている。フィルタ側タンク接続要素３２は、先細で、同
様に多角形の成型封止部３２であって、対応して相補的に傾斜した接続表面を有する。フ
ィルタカートリッジ３１は、接続要素２３を通すことが可能であり、リブＲ及び補完スロ
ットＳにより固定されて、タンク壁上でタンクの内部へ垂直に挿入されうる。また、フィ
ルタカートリッジ３１は、タンク内の水を濾過するため、このようにタンク底部に形成さ
れたコード化構造を通しつつ、嵌合され、且つ、封止される方法で挿入されうる。
【００９４】
　本実施形態においても、本実施形態を除くすべての他の実施形態の場合と同様に、濾過
された水を混合するために、ここでは図示しないバイパス構成が、好ましくは設けられう
る。リブにて形成された補助構造Ｒ、及び、スロットにて形成された相補的なコード化構
造Ｓは、本実施形態では、フィルタ壁の端部の凹部Ｓと、タンク壁の底部領域にある排出
口開口３５の相補的な形状Ｒとによってもたらされる。これらは、許容されるフィルタの
様々な種類を区別するため適切に変形可能である。その変形は、例えば、四角形形状を有
する構成、三角形形状を有する構成、あるいは、別の凹部及び／または突出部を有する他
の構成、などである。
【００９５】
　図４４～図４７においては、タンク／フィルタ接続部のための四角形のコード化の別の
実施形態を示す。図６～図１７に示された実施形態に加えて、本実施形態はバイパス構造
を有する。本実施形態のバイパス構造は、フィルタカードリッジ７３のハウジング延出部
の端部に孔１２９の形状で開口を有する。この開口は、タンク側フィルタソケット接続要
素７７に形成された開口１６５に一致し、タンク内にある未処理の水を、フィルタカート
リッジによって濾過された水と混合するために、タンクの排出口領域においてタンク側機
器接続部へ流すことを可能にする。この場合、フィルタ側では、パイパス開口１２９がフ
ィルタ延出部の端部に形成され、タンク側フィルタ接続要素７７と共に混合装置をもたら
す。
【００９６】
　混合装置を提供する別の可能な方法は、バイパス開口１２９を、外殻５１に形成された
開口１０６に対向するように配置することによって達成されうる。この場合、フィルタカ
ートリッジの内部及び／またはタンク側接続要素の内部に、対応する流路ガイドを設ける
ことが必要なこともある。これは、このようにして流入される混合する水と、フィルタカ
ートリッジを通り抜け、排出口流路開口３５から外へ流される濾過された水とを混合する
ためである。
【００９７】
　また別の混合構造は、多角形のフィルタ側タンク接続要素３２、ここでは四角形の成型
封止部３２にて形成される、において、バイパス開口１２９．１を形成することでもたら
されうる。バイパス開口１２９．１は、ここでも同じく、タンク側フィルタ接続部７７に
形成された開口１６５に一致する。開口１６１．１の大きさは、この場合にも、混合量を
左右するものである。本実施形態では、混合機器は多角形のタンク／フィルタ接続部の封
止領域に直接設けられている。
【００９８】
　図４８及び図４９は、タンク／フィルタ接続部の実施形態を示す。この実施形態では、
フィルタ側タンク接続要素４を貫通する長手方向の軸ＩＩは、フィルタカートリッジ３１
のハウジングを貫通する長手方向の軸Ｉに対して傾斜して角度をなすように、ここでは好
ましくは鋭角Φをなすように形成されている。フィルタ側タンク接続要素４が、フィルタ
ハウジングのそれ以外の部分に関して、傾斜して角度を有するか、または、曲折してある
いは傾斜して配置されていることによって、機械的コード化のさらなる形態がもたらされ



(20) JP 5180208 B2 2013.4.10

10

20

30

40

50

る。機械的コード化は、上述のほかのコード化形状、具体的にはここに図示された八角形
形状の多角形接続要素、と、組み合わせ可能である。この八角形形状は、ここで図示され
るように、同様に成型封止部であることが好ましい。また、八角形形状は、開口１２９と
して形成されたバイパス、または、混合機器を有していてもよい。開口１２９または混合
機器は、補完要素がタンク側フィルタ接続要素に存在する場合に、濾過される水が、対応
して混合されることを可能にする。
【００９９】
　図４８は下方から斜めに見たフィルタカートリッジ３１を示し、この図においては、フ
ィルタ側接続要素４及びその主要な特徴が示されている。それに対し、図４９は側面図を
示し、この図において、カートリッジハウジング３１とフィルタ側タンク接続部４との間
の角度は、一例として、１つの角度で図示されている。
【０１００】
　図５０は、タンク６６が押込み式タンクにて形成された別の実施形態を示す。この図に
おいて、タンク６６に収容されている水を濾過するためのカートリッジ３１が、タンク側
フィルタ接続要素２に接続されている。このタンク側接続要素２は、管、この場合、好ま
しくは強固なチューブ、を介して、タンク側機器接続部６８へ接続される。タンク側機器
接続部６８は、作動される間、タンク６６の底部領域から距離をあけて、タンク内部から
外部へ通される。本実施形態では、一例として、機器接続部６８が保持部に固定される。
保持部は、タンク壁の上端部に組み込まれており、簡単に取り外し及び洗浄ができるよう
に、着脱可能な有利な接続とされうる。
【０１０１】
　浄水で満たされうるタンクは、機器内の対応して構成された容器へ、単にこのタンクを
押し込むだけで作動される。この浄水は、引き出されることで、フィルタ３１により、そ
の後、濾過されうる。この場合、タンク側フィルタ接続要素２は、上述の全ての、コード
化、固定、及び／または、封止、の特徴を備えうるが、この２番目に説明された実施形態
においてさえも、適正に構成されていないフィルタカートリッジの使用が確実に防止され
る。また２番目に説明された実施形態以外でも、図４１～図４３に示される実施形態にも
適用される。
【０１０２】
　タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側タンク接続要素２との間のバイパス構成につ
いての実施形態の２つの選択肢を、図５１～図５４に示す。ここで、図５１及び図５２は
、一例としてまた概略的にバイパス配置ＢＹを示す。パイパス配置ＢＹが、フィルタカー
トリッジ５３によって濾過された水と、濾過されていない水、または、他の方法で濾過さ
れた水、または、浄水、とを、混合することを可能にする。本実施形態では、パイパスあ
るいは混合経路ＢＹは、開口部ＢＹが、差込羽根ＢＪに設けられると共にさらなるバイパ
ス開口部ＢＹに一致するように、差込接合部ＢＪと組み合わされる。さらなるバイパス開
口部ＢＹは、差込羽根を補完する差込スロットＢＪ上に配置される。この結果、フィルタ
カートリッジが適正に挿入された場合に、対応するパイパス経路が提供される。ここで図
示される実施形態では、タンク側フィルタ接続要素１に示されるバイパス開口部ＢＹは、
タンク側接続ソケットの接続領域の端部から、フィルタカートリッジ５３が正確に挿入さ
れた配置において、フィルタ側タンク接続管４の終端部が配置される位置の下方へ通じる
。これにより、フィルタカートリッジ５３の濾過部を迂回するバイパス水は、フィルタカ
ートリッジ５３の濾過部によって濾過された水と混合され、タンク側機器接続部６８へと
供給される。
【０１０３】
　図５３及び図５４はこの実施形態の変形例を示す。この変形例では、バイパス経路ＢＹ
は、浄化及び／または濾過区間を経由する。浄化及び／または濾過区間は、フィルタカー
トリッジ５３の主濾過部ＨＦから分離されており、ここでは一例として、象徴的に、従属
的な濾過区間ＮＦとして図示される。この従属的な浄化及び／または濾過区間ＮＦは、例
えば、活性炭フィルタ通路及び／または他の浄化機構及び／または媒体を含んでいてもよ
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い。バイパス経路ＢＹを経由した水は、従属的な濾過区間ＮＦを通って流れた後に、フィ
ルタカートリッジ５３の濾過区間ＨＦによって濾過された水と混合される。その結果、バ
イパス経路ＢＹを経由した水も、濾過区間ＨＦによって濾過された水と同様に、タンク側
機器接続部６８を通って流れ出ることが可能である。
【０１０４】
　図５４に示されるフィルタカートリッジ５３の実施形態では、２つの水路の組合せが図
示されている。２つの水路は、フィルタカートリッジ５３の内部において、それぞれ、主
濾過部ＨＦと従濾過部ＮＦとを別々に通過し、浄化される。この２つの水路の組合せは、
一例として概略的に、フィルタカートリッジ５３の内側降流管への開口によって図示され
る。しかしながら、変形された実施形態においては、タンク側機器接続部６８の方向に向
かうフィルタカートリッジからの専用の排出開口も、追加的に、あるいは代替として、常
に設けられうる。この場合、３つの実施形態のすべてについて、専用排出開口は、ここで
も一例として、タンクの及びフィルタの、２つの多角形接続要素の間を嵌合することによ
り封止が可能となるように、タンク側フィルタカートリッジ管３２内で開放されることが
可能になると言える。
【０１０５】
　開口部ＢＹが、動作することが意図された状態で挿入された場合にのみ、パイパス流れ
は、従属的な濾過区間へ流入するように導かれうる。開口部ＢＹは、タンク底部２９から
軸方向上方に突出するコード要素２５上でコード化として作用する。これらの２つの開口
が一致しない場合は、対応する混合は起こりえない。図５３に対応するタンク側フィルタ
接続部１も同様に、概略図のみで一例として示される。タンク側フィルタ接続部１は、既
に上述したように、コード化及び接続構造の幅広い変形例を備えうる。必要に応じ、ここ
で可能な６つの角度配置全てのうちの１つのみが、許容されるフィルタ終端のために許可
される。このようなコード化構造は、説明を明確にするためここでは図示しない。
【０１０６】
　原則として、図５１～図５４の実施形態においても、これらの実施形態も、上述のすべ
てのコード化構造、及び／または、固定構造、及び／または、封止構造、と組み合わされ
うると言える。
【０１０７】
　図５５～図５７は、タンクのさらに別の２つの実施形態を示す。この実施形態では、フ
ィルタカートリッジは、タンク６６の主容器の外側に配置されるが、それでもなお上述の
ように、タンク側フィルタ接続要素１とタンク側機器接続部６８との間に配置される。こ
れは、タンクに収容された未処理の水を、抽出部へ、または、対応して接続された機器へ
、混合、あるいは、混合されない状態で供給される前に濾過するためである。
【０１０８】
　ここで、図５５はタンク６６を上から見た図を示す。対応する形状のフィルタカートリ
ッジ３１を保持するために、タンク６６のタンク壁６６．１は、もう１つのタンク壁６６
．２と共にハウジング６６．５を形成する。フィルタカートリッジ３１は、液体が搬送さ
れるようにタンクの内側に接続される。タンク側フィルタ接続要素１は、ハウジング６６
．５の底部領域において図示されるが、ここでは、一例として、多角形の輪郭を有するコ
ード化された接続構造として図示される。タンク側機器接続要素６８に接続するための排
出口流路開口６８．１は、タンク側フィルタ接続要素１の内部に設けられる。
【０１０９】
　図５６は、フィルタカートリッジ保持ハウジング６６．５とタンクの周辺構成要素とを
通って切断される断面図の形態でタンク６６を図示する。また、タンクの下方に形成され
た、タンク側機器接続要素６８のための接続構造も共に図示される。本実施形態では、タ
ンクは、例えば、押込み式のタンクとして、対応して適切に構成された機器に、嵌合され
うる。タンク６６の内部を満たす水は、タンク壁６６．２の開口６６．４を通ってフィル
タカートリッジ３１へ供給される。タンク壁６６．２は、例えば、タンク底部２９まで延
出しないタンク壁６６．１として形成されうる。濾過される未処理の水は、それゆえ、２
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つのタンク壁６６．１及び６６．２によって形成されるフィルタ保持ハウジング６６．５
の内部と、水タンク６６の内部と、の何れにおいても同じ水位である。フィルタ内の流れ
が、流れを示す矢印にて示される。フィルタ内の流れは、タンク６６の内部から、及び、
フィルタカートリッジ３１の底部から、排出口流路、例えば、中央排出口流路管として示
される、の上端部へと上昇し、この排出口流路を通って、最終的にはタンク側機器接続部
６８の外へと進む。コード化、及び／または、固定、及び／または、封止、及び／または
、補助部品及び／または同様の他の部品の使用、に関してここまで説明されたすべての特
徴は、本実施形態においても、全面的に生じうるものであり、かつ適用しうるものである
。
【０１１０】
　図５７は、タンク側フィルタ接続要素１とフィルタ側タンク接続要素２との間で、液体
を搬送する接続部が、タンク６６の完全に外側に設けられている実施形態を示す。このた
め、タンク底部２９は、例えば、タンク壁６６．１の１点で、タンク壁６６．１に対して
外側に引き出されるように延出され、また、閉鎖された液体路６６．３を構成するように
形成される。この液体路６６．３を通って、タンク６６の内部の水は、タンク側フィルタ
接続要素１へ流れる。タンク側フィルタ接続要素１は、一例として図示される本実施形態
においては、タンク６６の外側に形成されている。フィルタカートリッジ３１のフィルタ
側タンク接続要素２は、このタンク側フィルタ接続要素１に接続される。既に上述された
コード化、及び／または、封止、及び／または、固定、及び／または、補助部品及び／ま
たは同様の他の部品の使用、に関して既に上述されたすべての特徴は、本実施形態におい
ても設けられうるものであり、また、いかなる変形例にも適用可能である。
【符号の説明】
【０１１１】
１　接続ソケット
２　タンク接続要素
３
４　接続管
５
６　側部スロット
２３　接続ソケット
２４　封止面
２５　外殻
２６　停止要素
２７　底部リブ
２８　底部リブ
２９　タンク底部
３０　内側リブ
３１　フィルタカートリッジ
３２　成型封止部
３３　封止面
３４　注入口スロット
３５　排出口流路開口
３６　フィルタカートリッジハウジング
３７　スナップアクション要素
３８　受け部
３９　下方端
４０　端部
４１　底部開口
４２　溝
４３　鍵要素
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４５　底部
４６　軸方向封止部
４７　分離線
４８　パッキング
４９　環状肩部
５０　バルブ本体
５１　ばね
５２　タンク底部
５３　フィルタカートリッジ
５４　接続ソケット
５５　外表面
５６　排出管
５７　封止部
５８　壁
５９　壁
６０　切り欠き部
６１　排出口
６２　ソケット壁
６３　ソケット壁
６４　ソケット壁
６５　バイパス開口部
６６　タンク
６７　吸引接続部
６８　機器接続部
６９　長手方向軸
７０　間隙
７１　縁部
７２　接続要素
７３　カートリッジ
７４　脚
７５　注入開口
７６　注入開口
７７　接続ソケット
７８　ベースプレート
７９　封止面
８０　封止面
８１　成型封止部
８２　排出口
８３　外壁
８４　外殻
８５　アダプタ
８６　アダプタ
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